
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  年末調整後に扶養親族等の人数が変動したとき        

Ｑ：年末調整の後に娘が嫁いで扶養親族で

なくなりました。この場合は、どうしたらい

いのでしょうか？                                     

                                              

Ａ：年末調整をやり直すことになります。 

【解説】 

所得税では、扶養親族や控除対象配偶者に

該当するかは、その年の12月31日の現況で判

定を行うことになっています。 

そしてまた、年齢についても同様に判定す

ることになっています。 

しかしながら、年末調整の実務は、その年

最後の給与を支払う日に年末調整を行います

ので、その給与を支払う日の現況で判断する

ことになります。 

そうしたことから、最後の給与を支払う日

から年末までの間に扶養親族等の人数が異動

した場合には、収めるべき納税額が違ってく

ることになります。 

このような場合には、年末調整のやり直し

をするか、本人が確定申告をして税額の清算

をすることになります。 

年末調整のやり直しをするときは、本人か

ら「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」

の提出をしてもらい、再度、年末調整を行い

ます。 

なお、徴収不足税額がある場合の年末調整

のやり直しについては、その異動があった年

の翌年の１月末日以降であっても行う必要が

あります。 
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